
R06 大教組　専門部　（障害児教育部）
項目１①
〇　府教育庁では、支援学級に在籍する子ども一人ひとりの障害の状況に応じて、きめ細かな指導・支援がなされるよう、市町村教育委員会と連携し、障がい種別による学級措置をすすめている。
〇　今後とも、市町村教育委員会の設置計画をもとに、各学校における在籍予定の児童生徒の障がいの状況やその学級の状況を聴取した上で、実態に応じた支援学級の設置について、市町村教育委員会への指導助言を行ってまいる。
〇　教職員定数については、学校教育の充実・発展と、教育課題に的確に対応するため、国の措置する定数を最大限に確保し、各学校の課題の状況とその取り組みに応じて、重点的な教職員の配置を行っているところ。
〇　今後とも教職員定数の確保に努めるとともに、適正な定数管理に努め、適正な勤務労働条件の確保に向けて取り組んでまいる。
項目１②
〇　府教育庁としては、個々の障がいの状況や心身の発達等に応じた指導が適切に実施され、すべての子どもの学びが保障されることが重要と考えている。
〇　市町村教育委員会に対して、所管する各学校において支援学級に在籍する児童生徒に必要な「特別の教育課程」が適切に編成・実施されているか、個々の障がいの状況に応じた「自立活動の指導」となっているか等、丁寧に確認し、必要に応じて本人・保護者と合意形成を図りながら、教育課程の内容や学びの場の変更等を検討するよう伝えている。
項目１③
〇　府教育庁では、通常の学級に在籍するＬＤ・ＡＤＨＤ等の支援の必要な児童・生徒への指導、支援の充実を図るため、通級指導担当教員の配置拡充に努めている。
今後とも、通級指導担当教員の基礎定数化を確実に実施するよう、国に対して要望してまいる。
項目２③
〇　小・中・義務教育学校の支援学級設置ついては、市町村教育委員会の設置計画をもとに、各学校における在籍予定の児童生徒の障がいの状況やその学級の状況を聴取した上で、実態に応じた障がい種別による支援学級設置について、市町村教育委員会への指導助言を行っていることろ。
〇　市町村に対しては、多様な学びの場について丁寧に説明するとともに、保護者とも協議した上で、児童生徒の教育的ニーズに最も適した学びの場を決定するよう指導助言している。
項目２⑥
〇　府立支援学校においては、「福祉医療関係人材活用事業」により専門家の配置を行っており、学校からの要望に応じて、ＰＴ，ＯＴ，ＳＴ，公認心理師や、臨床心理士を配置している。引き続き、事業の効果的な運用等に努めてまいる。
〇　今後とも、子どもたちや保護者の安心につながるよう、学校の声をよく聞き、専門的知見を踏まえた指導、支援に努めてまいる。
〇　文部科学省では、令和7年度概算要求において、多様化・複雑化する教育課題への新たな対応と新たな学びの実装による教育の質の向上を目指した、持続可能な学校の指導・運営体制を充実させるため、教職員定数7,653人の改善を計上したところ。
〇　引き続き、国への働きかけやその動きを注視していくとともに、児童・生徒数の動向、教育水準や教育課題への対応等を踏まえながら、一層適正な定数管理に努めることにより、今後とも適正な勤務労働条件の確保等に向けて取り組んでまいる。
〇　スクール・サポート・スタッフ配置事業については、今年度、国庫補助事業である教育支援体制整備事業費補助金（補修等のための指導員等派遣事業）を活用し、市町村の配置計画を踏まえて補助金を措置しているところ。
〇　引き続き、予算確保に努めてまいる。
項目３①
〇　支援学級の設置については、市町村教育委員会の設置計画をもとに、支援学級在籍予定の児童生徒の障がいの状況等を聴取し、実態に応じた支援学級設置について、市町村教育委員会への指導助言を行っているところ。
〇　今後とも、学校教育法第81条をはじめ、各法令に則り、障がい種別による学級設置をすすめてまいる。
項目３②
〇　小・中・義務教育学校における障がいのある児童生徒の教育の充実を図るため、障がい種別による支援学級の設置をすすめている。府としては、今後とも、市町村教育委員会の設置計画をもとに、学校ごとに在籍予定者の障がいの状況やその学級の状況等を十分に聴取した上で、障がい種別による支援学級設置について、市町村教育委員会への指導助言を行ってまいる。
〇　また、支援学級の編成基準の見直しや教職員定数の改善については、引き続き、国に要望してまいる。
項目３③④
〇　支援学級については、各市町村教育委員会からの計画をもとに設置している。府教育庁としては、今後とも、市町村教育委員会と連携し、障がい種別による支援学級設置について、市町村教育委員会への指導助言を行ってまいる。
〇　加えて、学校教育法において、支援学級のセンター的機能が明確に位置づけられていることを踏まえ、「支援教育地域支援整備事業」では、府立支援学校がセンター的機能をより一層発揮し、支援学校リーディングスタッフによる訪問相談等を通じて個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成・活用についての指導・助言を行うなど、小・中・義務教育学校における支援教育の充実に努めている。
〇　今後とも、大阪府における支援教育の現状を踏まえ、市町村教育委員会と連携しながら、一人ひとりのニーズに沿った、よりきめ細やかな子どもへの対応となるよう、教育条件の充実に努めてまいる。
項目３⑤
〇　府教育庁としては、障がいのある児童生徒の障がいの重複化、多様化を踏まえ、今後とも市町村教育委員会と連携し、一人ひとりの子どもの障がいの状況に応じた適切な学級設置をすすめるとともに、引き続き、国に対して支援学級の編成基準の見直しや、「交流及び共同学習」の充実に必要な財源措置、支援教育推進の核となる「支援教育コーディネーター」の定数措置を要望してまいる。
〇　教職員定数については、学校教育の充実・発展と、教育課題に的確に対応するため、国の措置する定数を最大限に確保し、各学校の課題の状況とその取り組みに応じて、重点的な教職員の配置を行っているところ。
〇　今後とも、教職員定数の確保に努めるとともに、適正な定数管理に努め、適正な勤務労働条件の確保に向けて取り組んでまいる。
項目４①
〇　大阪府においては、すべての幼児・児童・生徒が「ともに学び、ともに育つ」教育を基本として、一人ひとりの障がいの状況に応じた教育を推進してまいった。
〇　「ともに学び。ともに育つ」教育の一層の充実に向け、実態に即した人的配置や予算措置等を行うよう、国に対して要望してまいる。
〇　通級指導担当教員については、今年度、政令市を除いて昨年度に比べ218名を増員し、小学校及び義務教育学校前期課程で642名、中学校及び義務教育学校後期課程で262名を配置している。
〇　府教育庁としては、各市町村の通級による指導を受ける児童生徒数に応じた教員数を配置できるよう努めるとともに、引き続き、通級指導担当教員の基礎定数化の確実な実施と通級指導担当教員の配置基準の引上げについて国へ要望してまいる。
項目４②
〇　国は、平成29年4月の義務標準法の改正により、通級指導担当教員として「児童生徒13人に対して、教員1人」を定数措置することとし、10年をかけて基礎定数化を図っていくものとした。
〇　府教育庁としては、各市町村の通級による指導を受ける児童生徒数に応じた教員数を配当できるよう努めるとともに、引き続き、通級指導担当教員の基礎定数化の確実な実施と通級指導担当教員の配置基準の引き下げについて国に要望してまいる。
項目４③
〇　通常の学級に在籍するＬＤ，ＡＤＨＤ等の支援の必要な児童生徒の状況や、支援のニーズを踏まえ、府教育庁では、市町村教育委員会と連携し、通級による指導の充実に努めている。今年度は昨年度に比べ、政令市を除く小・中・義務教育学校あわせて218名を増員し、現在904名を配置している。
〇　府教育庁としては、各市町村の通級指導を受ける児童生徒数に応じた教員数を配当できるよう努めるとともに、引き続き、通級指導担当教員の基礎定数化の確実な実施と通級指導担当教員の配置基準の引下げについて国へ要望してまいる。
項目４④
〇　平成29年度から、国は看護師配置に係る市町村への直接補助制度を創設し、看護師を配置するすべての市町村に国庫補助がなされている。
〇　府教育庁としては、平成30年度より、「市町村医療的ケア等実施体制サポート事業」を実施している。本事業では、学校看護師の定数支援や医療的ケアが必要な児童生徒等の転入学に伴う施設整備に対する経費、外部人材の活用に係る経費、市町村教委が行う通学支援に係る経費について、その一部補助を行っているところ。
〇　引き続き、医療的ケアが必要な児童生徒が安全・安心に、地域の小・中学校へ就学・通学することができるよう、ハード・ソフトの両面から市町村の取組みを支援してまいる。
項目４⑤
〇　支援教育コーディネーターについては、平成19年度から府内全ての市町村の小・中学校において指名され、校務分掌に位置付けられているところであるが、さらなる支援教育体制の充実に向け、基礎定数化が図られるよう、引き続き、国に要望してまいる。
項目５①
〇　知的障がいのある児童生徒の教育環境の充実にあたっては、従前より、新校整備をはじめ、必要な取組みを実施してまいった。
〇　現在、生野支援学校の大阪わかば高校敷地内への移転併設整備と、豊能地域や大阪市北東部における新校整備に加え、今年度から新たに北河内地域において、交野支援学校四條畷校の本校化に向けた整備を進めているところ。
〇　引き続き、令和3年9月に公布された「特別支援学校設置基準」の適合状況等を踏まえ、各地域や各学校の課題整理を行い、教育環境の改善に向けて取組んでまいる。
項目６①
〇　平成24年4月1日に施行された「公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律」等の一部改正で、市町村教育委員会の判断により、学校や地域の実情に応じて学級編成を弾力化した方が学校運営上や教育上望ましい場合には、標準学級数に応じて配置した定数を活用した弾力的な学級編成が可能になっている。
項目６②
〇　国は、義務教育標準法を改正し、小学校について学級編成の標準を35人に引き上げた。府としては、35人学級が未実施の中学校については、国加配を活用して「少人数習熟度別指導」か「35人学級編成」かを、市町村が実情に合わせて選択できる取組みを、今後も継続する。
〇　国に対しては、35人学級を中学校にも拡充すること、さらに35人学級への計画的な引き下げに伴う教職員定数の改善については、加配定数を維持するよう、要望を行っているところ。
項目６③
〇チャレンジテストについては、本テスト結果を活用し、大阪の子どもたちの学力を把握・分析し、教育指導の工夫改善を図るとともに、大阪府公立高等学校入学者選抜の調査書の評定の公平性の担保に資する資料を作成することを目的に実施しているところ。
項目６④
〇　入学者選抜においては調査書の絶対評価の公平性を確実に担保すること、また、生徒、保護者にとってわかりやすいものとすることが重要であり、実際に受験する生徒たちの学力状況を客観的に表す数値を用いることが肝心との考えから、チャレンジテストの結果を活用した府内統一ルールを定めている。
〇　令和7年度入学者選抜については、今年3月に方針を決定、公表し、6月上旬に市町村教育委員会及び中学校等の校長を対象に説明を行った。また、6月に「大阪府公立高等学校等ガイド」を作成し、府内の公立中学校の3年生全員に配布した。
　　今年度は昨年度に引き続き、「大阪府公立高校進学フェア2025」を開催し、その中で入学者選抜制度について説明する時間を設けるとともに、府のウェブページにおいて説明動画の配信を行うなど、中学生や保護者の皆さんに制度の周知を図った。10月には実施要項を定め、市町村教育委員会や中学校等の進路指導担当者などに対して説明を行った。
　　今後とも、選抜にかかわる事項について、市町村教育委員会、中学校等に対して、丁寧な説明に努めてまいる。
〇　チャレンジテストについては、中学生チャレンジテスト実施要領に基づき実施している。
項目６⑤
〇　通常の学級に在籍するＬＤ，ＡＤＨＤ等の支援の必要な児童生徒の状況や、支援のニーズを踏まえ、府教育庁では、市町村教育委員会と連携し、通級による指導の充実に努めている。
項目７
〇　教員の定数について、国の措置する定数を最大限に確保する中で、各学校における課題の状況や取組みの実情等を勘案し、適切な配置を行ってまいる。
〇　府立学校における障がいのある生徒。教職員のための施設・設備の整備については、関係課と調整を図りながら「大阪府福祉のまちづくり条例」に基づき、スロープや手すりの設置、便所の改修等を計画的に実施している。
〇　また、車いす等を使用する生徒・教職員が、学校内における上下移動を安全かつ容易に行えるようエレベーターを整備しており、令和5年度末時点において、府立学校で107校、支援学校で39校、あわせて146校での整備が完了している。
項目８①
〇　給料の調整額については、平成18年3月31日付けで、職員の給料の調整額に関する規則を改正し、３年間の経過措置を講じた上で廃止したのでよろしくお願いする。
〇　教職員の人事異動については、教職員としての経験を豊かにし、その力量を高めるため、「大阪府公立学校教職員人事基本方針」並びに「府立学校教員人事取扱要領」に基づき、計画的に行っている。
〇　人事異動を進めるにあたっては、各学校における専門性等を踏まえ、各学校の円滑な運営体制を確保するという観点から、人事に関する調書、ヒアリング等を通じ、本人の通勤事情等、個々の事情についてもできる限り把握したうえで、校長の具申をもとに適切におこなってまいる。
項目８
〇　教員採用選考テストにおいては、校種・教科による区分での募集及び選考を基本としているところ。
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